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ＴＰＰ１１（米国を除く１１カ国による環太平洋連携新協定）採決強行
安倍自公政権は、｢森友・加計問題｣など国政の異常事態が続く中で、１８日｢ＴＰＰ１１｣の批准承認を衆院で強行し、｢関連法案｣を含めて成立を急いでいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ｢ＴＰＰ｣は、多国籍大企業や国際競争力の強い国の利益を優先し、関税の原則撤廃や投資の自由化、規制緩和を押し付け、｢経済主権｣や｢食料主権｣を侵害するものです。日本の農業は壊滅的な打撃を受け、食の安全や医療、雇用、地域経済も脅かされるため、広範な団体・個人が反対してきました。　　　　　　　　　　　　　ｐ｢ＴＰＰ１１｣は｢ＴＰＰ｣の一部の条項が凍結されましたが、多国籍企業の利益を最優先し、大多数の国民を犠牲にする本質は変えません。日本にとっては米国からの市場開放・規制緩和圧力も加わり、｢ＴＰＰ｣以上に影響が広がります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ安倍首相は、｢ＴＰＰ１１｣で｢保護主義｣を防止し、｢自由貿易｣を守る、｢成長戦略の柱｣だともいいます。この路線は一部の大企業を肥え太らせ貧困と格差を広げるだけで、｢９９％｣を犠牲にした｢１％｣のための戦略です。多国籍企業の活動の自由を拡大するルールの押付けは、各国で貧困と格差を拡大します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ｢拙速な批准はやめよ！｣｢徹底した審議を｣。｢『ＴＰＰプラス』を許さない！全国共同行動｣など農民団体や市民団体が国会内外で行動を広げています。疑惑の隠蔽、改竄、捏造などで沸騰する国民の怒り、闘いと結び、｢ＴＰＰ１１｣の批准を阻止する世論を集中することが急がれます。　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ日本共産党の新協定｢ＴＰＰ１１｣の承認案についての反対の理由。　　　　　　　　　① 今国会における審議時間わずか６時間に満たないという審議のあり方。　　　　　② コメ、麦、牛肉・豚肉、乳製品、砂糖の重要５項目を関税撤廃の交渉から除外するという｢国会決議｣に真っ向から反する。　　　　　　　　　　　　　　　　　③ ｢ＴＰＰ｣は、国境を越えて儲けを追求する多国籍企業の活動を後押しする。　④ 日米｢ＦＴＡ｣（自由貿易協定）交渉で際限のない譲歩を迫られ、｢米国第一｣を掲げるトランプ政権の身勝手な対日要求の｢受け皿｣とされる危険性。　　　　　　　　　

ｐいま求められているのは、各国の｢食料主権｣、｢経済主権｣を尊重した、平等・互恵の経済関係を発展させる道に進むことです。　　　　　　　　　　　　　　
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください。
日刊紙　月３,４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議員団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは　２２－３０２８　（星野自宅）
２０１８年　６月議会スケジュール
関連予定　６月　５日（火）午後　５時　６月議会への請願の受付最終日
６月　６日（水）午前１０時　各派代表者会議、議会運営委員会
６月１３日（水）　午前１０時　　本会議開会（議案上程、提案説明）
６月１９日（火）～２２日（金）　午前１０時  本会議（議案質疑・一般質問）
６月２５日（月）、 ２６日（火）  午前１０時　常任委員会
７月　３日（火）　午後　１時  　本会議（委員長報告、討論、採決）閉会
４月２４日　職員の｢パワハラ事件｣報道。パワハラか部下の指導か問われる。

５月１７日　教育委員会より「桑名市小中一貫教育基本方針」を策定したと１２頁にわたる「方針」が議員連絡箱に入れられていた。案の段階からどう変わったのか報告もない。
５月１８日　総務部より第１次アクションプラン「ファーストステップ一覧表」追加施設の連絡があった。桑名市は２０１５年に策定した「桑名市公共施設等総合管理計画」において、５０年間で３３％の総量削減を目標としており、２０１５年から２０２５年での第1次アクションプランでは６.６％、延べ床面積にして２９,０３７平方メートルの削減を掲げております。８施設が追加され２９施設となった。削減を主な方向性とする施設４：深谷大型共同作業場、長島市民農園、市営羽田町第１住宅、第２住宅。施設のあり方を見直す対象施設：アイリスパークふれあい農園、旧精義幼稚園、旧益世幼稚園、旧桑部幼稚園。
５月２０日　第４４回東海自治体学校に参加。｢公共施設の統廃合で、地域、コミュ二ティは発展できるのか｣立命館大森裕之教授の基調講演を聴く。相模原市、秦野市、北九州市、浜松市、堺市、さいたま市、新潟市、飯田市の事例を学ぶ。

２０１８年　平和大行進

日時　　　　　６月１２日（火）午前９時集合

場所　　　　　桑名市役所南　「新矢田公園」

パレード　　　桑名市役所―朝日町役場―近鉄川越富洲原駅

主催　　　　　原水爆禁止世界大会桑名員弁実行委員会
生活保護費削減 なぜ安倍政権は、生活保護削減を進めるのか。
安倍政権は１０月から生活保護で食費など日常生活費に充てる「生活扶助」を最大５％削減する方針です。今回の削減が強行された場合、同政権での削減総額は年１４８０億円にのぼります。自民党が野党だった２０１２年２月１０日の衆院予算委員会。同党の茂木政調会長(当時)は、社会保障費削減の必要性を強調したうえで、特に民主党政権で生活保護予算が膨らんでいると批判し、「自民党は、まず基本は自助、その上に共助があり公助がある。われわれが政権をとればそういう方向に変える。生活保護も徹底的に変えていきたい」と宣言していました。　　　　　　　　　　　　　　　ｐ弁護士の尾藤廣喜さん（生活保護問題対策全国会議代表幹事）は、安倍政権の保護費削減路線について「財政危機を口実に社会保障全体を削減するという大方針を進めるために、その土台である生活保護を率先して削り、憲法２５条（生存権）に基づき国が国民に保障しなければならない『最低生活水準』（ナショナルミニマム）を下へ下へと向かわせることが狙いです」と指摘。又、「安倍政権の社会保障の考え方は『自助・自立』を根本におくもので、社会保障を増進させる国の責務（憲法２５条２項）を否定している」と批判。同時に「ナショナルミニマムを引き下げ『自助』を強調する社会保障は国民との矛盾を広げており、これに対抗しようとする新しい国民の連帯の芽が生まれています」と強調し、「ほとんどの野党が共同で、生活保護基準の根本にかかわる問題で積極的な提起をする状況にまでなっているのは非常に力強く感じています」と野党の共同提出を評価します。年金引き上げや子どもの貧困を絶つ運動なども広がっていることにふれて、「社会保障を充実させる方向へ転換する運動の波を大きくするため、さらに運動と連帯を強める必要があると思います」と話しています。（尾藤先生には、２００９年の｢桑名餓死事件｣に関連して、桑名市へ何回も来ていただいています。）　　　　　　　　　　ｐ安倍政権による２０１３年の生活保護基準引き下げに対しては、憲法２５条に違反するとして、全国で約１０００人の原告が裁判で闘うという前例のない運動が起きています（この｢いのちのとりで裁判｣は三重県内でも行われています）。
日本共産党の緊急提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ日本共産党は、“生活保護以外に貧困への支援がない”という日本の社会保障制度の問題点を是正し、失業者や「ワーキングプア」を対象として総合的な貧困対策を提案。同時に「最後のセーフティーネット」として、生活保護制度の改善・強化を主張しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）法律の名称を「生活保障法」に変える　　　　　　　　　　　　　　　　（２）国民の権利であることを明らかにし、制度の広報、周知を義務づける　　（３）申請権を侵害してはならないことを明記し、「水際作戦」を根絶する　　　（４）定期的に捕捉率（生活保護を利用できる資格がある人のうち実際に利用している割合）を調査、公表し、捕捉率の向上に努める
「働き方」改悪法案　撤回・廃案に
安倍内閣は、「働き方改革」一括法案の今国会での成立をねらっています。　　　　　　ｐ労働時間データ改竄や過労自殺隠しで法案提出の資格が問われ、長時間労働や過労死に拍車をかける危険性が明らかになり、撤回・廃案にするしかありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ「働き方改革」一括法案は、現在の労働実態を反映しない、虚偽データに基づいて審議・作成されたもので、もはや国会審議にかける資格はありません。厚生労働省は、捏造が発覚していた「２０１３年度労働時間等総合実態調査」の労働時間データ問題を精査した結果、全１万１５７５事業所のうち２割強に当たる２４９２事業所のデータを削除しました。加藤厚労相は、残りのデータも正しいと明言できないなど、調査全体の信用が崩壊しました。　　　　　　　　　　　　　ｐ新旧データを比較すると、一般労働者の時間外労働は、いずれも低下。裁量制適用労働者よりも一般労働者の方が労働時間が長いといってきた安倍首相の言い分が、いよいよ成り立たなくなりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ加えて、野村不動産で違法に裁量労働制を適用された労働者の過労自殺隠しも、いまだに真相が明らかになっていません。裁量制ですら違法適用を事前に見抜けず、過労自殺を防止できなかった可能性が高いにもかかわらず、適用業務がさらに不明確な高プロで適切な指導ができるのか、厳しく問われます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ法案に盛り込まれた「高度プロフェッショナル制度」（残業代ゼロ制度）は、労働時間規制を撤廃します。政府は、企業に「健康管理時間」を把握させ、一定時間を超えれば医師に面談させて健康を守ると説明してきました。「健康管理時間」とは、在社時間と事業場外の労働時間を合わせたものです。加藤厚労相は、「（残業相当分が）１００時間を超えれば医師が面談する」というだけで、長時間労働に歯止めがないことを否定できませんでした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ時間規制外しはだれのためなのか。加藤厚労相は「夜間の賃金が高くなれば（会社から）やめてくれとなるが、（高プロなら）夜型の方も自分にあった時間に働ける」と答弁。深夜・残業手当を払いたくない使用者の願いに沿ったものであることが分かりました。残業時間の上限規制は単月１００時間、平均８０時間という「過労死ライン」にお墨付きを与える内容です。加藤厚労相は上限規制の「抜け穴」を認めています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ安倍首相が繰返す｢同一労働同一賃金｣という言葉は、法案に一言もありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ審議すればするほど法案の危険性や問題点が明らかとなってきました。　　　　　　　　　　　

ｐ日本共産党は、野党と共同して法案阻止の闘いを広げるとともに、政府案への対案として、「『働かせ方』大改悪をやめさせ、まともな働き方改革を実現するために」と題した「労働基準法等改正大綱」を発表しました。政府案の高プロは削除し、残業時間の上限は現行の月４５時間、年３６０時間とするなど「８時間働けば普通に暮らせる社会」の実現を打ち出しています。[image: image1.png]



日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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Ｎｏ．３０７　　　２０１８年　　５　月　２４　日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５























































































































